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社会福祉法人基督教児童福祉会 

 役 員 等 報 酬 規 程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人基督教児童福祉会（以下「本法人」という。）の定款第

８条及び第２１条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 

（評議員の報酬の額） 

第２条 評議員の報酬は日額とし、定款第８条に定める金額の範囲で支給する。 

２ 評議員が評議員会に出席したとき、並びに本法人及び本法人の経営する施設の運営の

ための業務（以下「法人・施設業務」という。）に出席したときは、別表１に掲げるとこ

ろにより報酬を支給する。ただし、これらの出席した日が同一の日であるときは、重ねて

報酬を支給しない。 

 

（理事長の報酬の額） 

第３条 理事長の報酬は月額とし、別表２に掲げるところにより支給する。 

２ 月の途中において理事長が就任し、退任し、又は解任された場合においても、その月分

の報酬を支給する。 

 

（理事長以外の理事の報酬の額） 

第４条 理事長以外の理事の報酬は日額とし、理事長以外の全理事の報酬総額が各年度当

たり１０万円を超えない範囲で支給する。 

２ 理事長以外の理事が理事会及び評議員会（以下「理事会等」という。）に出席したとき、

並びに法人・施設業務に出席したときは、別表３に掲げるところにより報酬を支給する。

ただし、これらの出席した日が同一の日であるときは、重ねて報酬を支給しない。 

 

（監事の報酬の額） 

第５条 監事の報酬は日額とし、全監事の報酬総額が各年度当たり１０万円を超えない範

囲で支給する。 

２ 監事が理事会等に出席したとき、監事監査等（監事監査、法人等の業務に対する指導及

び任意の監査並びに所轄庁による実地指導への立会いをいう。以下同じ。）に出席したと

き、並びに法人・施設業務に出席したときは、別表４に掲げるところにより報酬を支給す

る。 



３ 前項の場合において、理事会等に出席した日において、他の会議又は業務に出席したと

きは、理事会又は評議員会の出席に係る報酬のみ支給し、その他の報酬は重ねて支給しな

い。 

４ 第２項の場合において、理事会等以外の日において、監事監査等及び法人・施設業務に

出席したときは、最も高い額の報酬を支給することとし、その他の報酬は重ねて支給しな

い。 

 

（退任慰労金等） 

第６条 役員及び評議員を退任した場合は、別に定める退職慰労金等を支給する。 

 

（費用弁償） 

第７条 役員及び評議員が職務遂行のために旅行したときは、その費用を弁償する。 

２ 前項の規定により弁償する交通費及び旅費の額は、本法人「旅費規程」の例による。 

 

（支給の方法） 

第８条 理事長の報酬は、毎月２５日（その日が土曜日、日曜日、又は休日に当たる場合は、

その日の直前の日曜日等でない日）に支払うものとする。 

２ 理事長以外の理事、監事及び評議員の報酬は、会議等への出席の都度、支払うものとす

る。 

３ 前条の費用は、役員及び評議員から請求のあった日後遅滞なく支払うものとする。ただ

し、前金又は概算払をすることができるものとする。 

 

（支給の形態） 

第９条 報酬及び費用は、通貨をもって本人に支給するものとする。ただし、本人の同意が

あるときは、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとす

る。 

２ 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替

金等を控除して支給する。 

 

（適用除外） 

第１０条 本法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている理事については、この規程

（第６条を除く。）は、適用しない。 

 

（規程の改廃） 

第１１条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経なければならない。 

 



附則 

２０１２年５月３１日を以て役員等の費用弁償に関する規程は廃止する。 

附則 

この規程は、２０１２年６月１日より施行する。 

附則 

この規程は、２０１３年４月１日より施行する。 

附則 

この規程は、２０１４年４月１日より施行する。 

附則 

１ この規程は、２０２０年６月２０日から施行する。 

２ 社会福祉法人基督教児童福祉会役員等報酬規程は、廃止する。 

 

別表１（評議員の報酬の額） 

 

名 称 日 額 

評議員会への出席 ３，０００円 

法人・施設業務への出席 ３，０００円 

 

別表２（理事長の報酬の額） 

 

名 称 月 額 

理事長業務報酬 ３０，０００円 

 

別表３（理事長以外の理事の報酬の額） 

 

名 称 日 額 

理事会等への出席 ３，０００円 

法人・施設業務への出席 ３，０００円 

 

別表４（監事の報酬の額） 

 

名 称 日 額 

理事会等への出席 ３，０００円 

監事監査等への出席 ５，０００円 

法人・施設業務への出席 ３，０００円 

 

 


